
‭議案第１号　　‬

‭札幌市立特別支援学校学則の一部を改正する規則案について‬

‭令和７年（２０２５年）１０月１６日提出‬

‭教育長　山　根　直　樹　　‬

‭　　　札幌市立特別支援学校学則の一部を改正する規則‬

‭札幌市立特別支援学校学則（昭和３８年教育委員会規則第１２号）の一部を次の‬

‭ように改正する。‬

‭(1)　第２条第１項中「、学科及び児童又は生徒の定員は」を「及び学科は、」に改‬

‭め、同条に次の１項を加える。‬

‭３　特別支援学校の児童又は生徒の定員は、教育長が別に定める。‬

‭(2)　第１３条第１項中「保護者は」を「当該児童又は生徒の保護者は、」に、「に‬

‭次の証明書を添えて」を「及び次に掲げる書類を」に、「学校の校長に願い出な‬

‭ければ」を「特別支援学校の校長に提出しなければ」に改め、同項第１号中「の‬

‭者は学校長の」を「である場合にあっては、」に改め、同項中第２号を削り、第‬

‭３号を第２号とし、同項に次の１号を加える。‬

‭(3) その他入学しようとする特別支援学校の校長が必要と認める書類‬

‭(3) 別表１を次のように改める。‬

‭別表１‬

‭学校名‬ ‭部‬ ‭学科‬

‭市立札幌豊明高等支援学校‬ ‭高等部‬ ‭流通サービス科‬

‭クリーンサービス科‬

‭リサイクルサービス科‬

‭工芸ものづくり科‬

‭服飾ものづくり科‬

‭市立札幌豊成支援学校‬ ‭小学部‬

‭中学部‬



‭市立札幌みなみの杜高等支援学校‬ ‭高等部‬ ‭普通科職業コース‬

‭市立札幌山の手支援学校‬ ‭小学部‬

‭中学部‬

‭高等部‬ ‭普通科‬

‭市立札幌北翔支援学校‬ ‭小学部‬

‭中学部‬

‭高等部‬ ‭普通科‬

‭　　　附　則‬

‭　この規則は、令和８年４月１日から施行する。ただし、第１３条第１項の改正規‬

‭定は、公布の日から施行する。‬

‭（理　由）‬

‭市立特別支援学校の定員を教育長が別に定めることとするとともに、入学の手続‬

‭に係る必要書類を見直すため、本案を提出する。‬



‭札幌市立特別支援学校学則（昭和３８年教育委員会規則第１２号）新旧対照表‬
‭現　　　行‬ ‭改　正　案‬ ‭備　考‬

‭（部等の設置）‬

‭第２条　特別支援学校に設置する部‬‭、学科及び児童又は生徒の‬

‭定員は‬‭別表１のとおりとする。‬

‭２　（省略）‬

‭３　（新設）‬

‭　（入学の手続等）‬

‭第13条　児童又は生徒が入学しようとするときは、‬‭保護者は‬‭入学‬

‭願書（様式４）‬‭に次の証明書を添えて‬‭、指定された期日まで‬

‭に、入学しようとする‬‭学校の校長に願い出なければ‬‭ならない。‬

‭　‬

‭　(1) 就学中‬‭の者は学校長の‬‭在学証明書‬

‭(2)‬‭居住証明書‬

‭　‬‭(3)‬‭個人調査書‬

‭（部等の設置）‬

‭第２条　特別支援学校に設置する部‬‭及び学科は、‬‭別表１のとお‬

‭りとする。‬

‭２　（現行のとおり）‬

‭３‬‭　‬‭特別支援学校の児童又は生徒の定員は、教育長が別に定‬

‭める。‬

‭　（入学の手続等）‬

‭第13条　児童又は生徒が入学しようとするときは、‬‭当該児童又‬

‭は生徒の保護者は、‬‭入学願書（様式４）‬‭及び次に掲げる書類‬

‭を‬‭、指定された期日までに、入学しようとする‬‭特別支援学校‬

‭の校長に提出しなければ‬‭ならない。‬

‭　‬

‭　(1)　就学中‬‭である場合にあっては、‬‭在学証明書‬

‭（削る。）‬

‭(2)‬‭　個人調査書‬

‭(3)‬‭　‬‭その他入学しようとする特別支援学校の校長が必要と‬

‭認める書類‬

‭・特別支援学校の‬

‭定員を別に定める‬

‭こととすることに‬

‭伴う改正‬

‭・規定整備‬

‭・規定整備‬

‭・原則として住民‬

‭票等の居住証明書‬

‭の提出を求めない‬

‭こととすることに‬

‭伴う改正‬

‭・号の繰上げ‬

‭・特別支援学校の‬

‭校長が必要と認め‬

‭る書類を求めるこ‬

‭とができることと‬

‭することに伴う改‬

‭正‬

‭1‬



‭２　（省略）‬

‭別表１‬

‭学校名‬ ‭部‬ ‭学科‬ ‭定員‬

‭市立札幌豊明‬

‭高等支援学校‬

‭高等部‬ ‭流通サービス‬

‭科‬

‭24人‬

‭クリーンサー‬

‭ビス科‬

‭24人‬

‭リサイクル‬

‭サービス科‬

‭24人‬

‭工芸ものづく‬

‭り科‬

‭24人‬

‭服飾ものづく‬

‭り科‬

‭24人‬

‭市立札幌豊成‬

‭支援学校‬

‭小学部‬

‭中学部‬

‭75人‬

‭市立札幌みな‬

‭みの杜高等支‬

‭援学校‬

‭高等部‬ ‭普通科職業‬

‭コース‬

‭168人‬

‭市立札幌山の‬

‭手支援学校‬

‭小学部‬

‭中学部‬

‭200人‬

‭高等部‬ ‭普通科‬ ‭33人‬

‭市立札幌北翔‬

‭支援学校‬

‭小学部‬

‭中学部‬

‭24人‬

‭高等部‬ ‭普通科‬ ‭12人‬

‭２　（現行のとおり）‬

‭別表１‬

‭学校名‬ ‭部‬ ‭学科‬

‭市立札幌豊明高‬

‭等支援学校‬

‭高等部‬ ‭流通サービス科‬

‭クリーンサービ‬

‭ス科‬

‭リサイクルサー‬

‭ビス科‬

‭工芸ものづくり‬

‭科‬

‭服飾ものづくり‬

‭科‬

‭市立札幌豊成支‬

‭援学校‬

‭小学部‬

‭中学部‬

‭市立札幌みなみ‬

‭の杜高等支援学‬

‭校‬

‭高等部‬ ‭普通科職業コー‬

‭ス‬

‭市立札幌山の手‬

‭支援学校‬

‭小学部‬

‭中学部‬

‭高等部‬ ‭普通科‬

‭市立札幌北翔支‬

‭援学校‬

‭小学部‬

‭中学部‬

‭高等部‬ ‭普通科‬

‭・規定整備‬

‭・特別支援学校の‬

‭定員を別に定める‬

‭こととすることに‬

‭伴う改正及び「規‬

‭定整備‬

‭2‬









関係法令抜粋

＜学校教育法＞
第二条学校は、国、地方公共団体及び私立学校法第三条に規定する学校法人のみが 、
これを設置することができる。

第七十六条特別支援学校には、小学部及び中学部を置かなければならない。ただし 、
特別の必要のある場合においては、そのいずれかのみを置くことができる。
2 特別支援学校には、小学部及び中学部のほか、幼稚部又は高等部を置くことがで
き、また、特別の必要のある場合においては、前項の規定にかかわらず、小学部及
び中学部を置かないで幼稚部又は高等部のみを置くことができる。

＜学校教育法施行規則＞
第三条学校の設置についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出 
書に、次の事項を記載した書類及び校地、校舎その他直接保育又は教育の用に供す
る土地及び建物の図面を添えてしなければならない。
一目的 
二名称 
三位置 
四学則 
五経費の見積り及び維持方法 
六開設の時期 

第四条前条の学則中には、少くとも、次の事項を記載しなければならない。 
一修業年限、学年、学期及び授業を行わない日に関する事項 
二部科及び課程の組織に関する事項 
三教育課程及び授業日時数に関する事項 
四学習の評価及び課程修了の認定に関する事項 
五収容定員及び職員組織に関する事項 
六入学、退学、転学、休学及び卒業に関する事項 
七授業料、入学料その他の費用徴収に関する事項 
八賞罰に関する事項 
九寄宿舎に関する事項 

＜公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律＞
第四条
2 指定都市の設置する義務教育諸学校の学級編制は、小学校又は中学校にあつては
前条第二項の表の上欄に掲げる学校の種類及び同表の中欄に掲げる学級編制の区分
に応じ同表の下欄に掲げる数を一学級の児童又は生徒の数の標準とし、特別支援学
校の小学部又は中学部にあつては六人(文部科学大臣が定める障害を二以上併せ有す
る児童又は生徒で学級を編制する場合にあつては、三人)を一学級の児童又は生徒の
数の標準として、当該指定都市の教育委員会が、当該学校の児童又は生徒の実態を
考慮して行う。



＜公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律＞
第十四条公立の特別支援学校の高等部の一学級の生徒の数は、重複障害生徒 (文部科
学大臣が定める障害を二以上併せ有する生徒をいう。以下この条において同じ。)で
学級を編制する場合にあつては三人、重複障害生徒以外の生徒で学級を編制する場
合にあつては八人を標準とする。ただし、やむを得ない事情がある場合及び高等部
を置く特別支援学校を設置する都道府県又は市町村の教育委員会が当該都道府県又
は市町村における生徒の実態を考慮して特に必要があると認める場合については、
この限りでない。

＜特別支援学校設置基準＞
第二条高等部を置く特別支援学校で公立のものについては都道府県の教育委員会、 
私立のものについては都道府県知事は、二以上の学科を設置する場合その他これに
類する場合において、教育上支障がないと認めるときは、特別支援学校の編制、施
設及び設備に関し、必要と認められる範囲内において、この省令に示す基準に準じ
て、別段の定めをすることができる。


